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１ 地方独立行政法人制度について 

 

１ 定義・目的 （法第２条、第３条） 

住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から、その地域において確実に実施される必要の 

ある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施 

が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人。 

 目標による管理と適正な実績評価、業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾力化、徹底した情報公開等が制 

度の柱。 

 

 

 

２ 設立手続き （法第７条） 

設立団体（大津市）が議会の議決を経て定款を定め、都道府県知事が認可。 
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定款の記載項目（法第８条） 

 

１ 目的 

２ 名称 

３ 設立団体 

４ 事務所の所在地 

５ 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別 

６ 役員の定数、任期その他役員に関する事項 

７ 業務の範囲及びその執行に関する事項 

８ 公共的な施設（住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。）の 

設置及び管理を行う場合にあっては、当該公共的な施設の名称及び所在地 

  ９ 資本金、出資及び資産に関する事項 

 １０ 公告の方法 

 １１ 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項 
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３ 財産的基礎等 （法第６条、第６６条） 

・出資者は地方公共団体に限る。 

・設立される法人の業務に関する設立団体（大津市）の一定の権利・義務は当該法人が承継。 

 

 

 

４ 役職員の身分等 （法第２条第２項、第１４条、第１７条、第５９条、第６１条） 

・公務員型と非公務員型があるが、大津市民病院は非公務員型に該当。 

・理事長及び監事は設立団体の長（市長）が任命・解任。 

・その他の役員及び職員は理事長が任命・解任。 

・設立団体から法人への職員の引継、退職手当の通算等について適切に手当て。 
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５ 目標による管理と評価の仕組み （法第２５条～第３１条、第８３条） 

地方独立行政法人法により、目標（Plan）→計画（Do）→評価（Check）→業務運営への反映（Action）と 

いう一連の流れ（PDCA サイクル）が義務付けられる。 

  ・中期目標（３～５年）は、設立団体の長（市長）が議会の議決を経て定める。 

  ・中期計画（３～５年）は、法人が作成し、議会の議決を経て、設立団体の長（市長）が認可。 

・年度計画は、法人が作成し、設立団体の長（市長）に届出。 

・市の附属機関である評価委員会は、各年度及び中期目標期間の事業実績を評価。結果を法人・設立団体の長 

（市長）に通知し、公表。 

  ・設立団体の長（市長）は、各年度の評価結果及び中期目標に係る事業報告書・評価結果を議会に報告。 

  ・中期目標期間終了時に、設立団体の長（市長）が法人の組織・業務全般にわたり見直し。 
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６ 財務及び会計 （法第３３条、第３４条、第４０条） 

  ・原則として企業会計原則による。 

  ・法人は、毎事業年度、財務諸表等を作成し、提出。設立団体の長（市長）が承認。 

  ・毎事業年度の利益は、中期計画で定めた剰余金の使途に充てることが可能。 

 

７ 財源措置等 （法第４１条、第４４条、第８３条、第８５条） 

  ・その性質上法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適切でない経費等については、設立団体 

（大津市）が負担。 

  ・設立団体（大津市）からの長期借入金を除き、長期借入金及び債券発行をすることはできない。 

  ・法人が料金を徴収する場合、料金は中期計画に定めて、設立団体の長（市長）が議会の議決を経て行う 

認可が必要。 

  ・重要な財産の処分等には設立団体の長（市長）が議会の議決を経て行う認可が必要。 
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２ 現在の経営形態と地方独立行政法人との比較 

 

区  分 
現在の経営形態 

（地方公営企業法一部適用） 
地方独立行政法人 

基 

本 

的 

事 

項 

組 織 ・市の組織 ・市が設立する法人（市とは別法人） 

経営責任者 ・市長 ・市長が任命する理事長 

経営目標・ 

評価 

・法令による義務付けなし 

（予算、決算は議会による議決、認定） 

 

・法令による義務付けあり 

・市長が中期目標を作成、議会の議決を経て公表 

・中期目標達成のため、法人が中期計画を作成、議会の議決

を経て、市長が認可 

・中期計画に基づき、法人が毎年度、年度計画を作成、市長

へ提出後、公表 

・業務実績は、評価委員会の評価を受け、議会に報告 

医 
 

 

療 

患者負担 

・診療費は国が定める診療報酬制度に

よる 

・診療報酬制度によらない料金（個室

料、診断書作成料等）は条例に規定 

・診療費は国が定める診療報酬制度による 

・個室料、診断書作成料等は、中期計画に定め、議会の議決

後、市長が認可 

救急・高度・不採算

医療 
・市の政策として実施 ・中期目標による市の指示により実施 
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区  分 
現在の経営形態 

（地方公営企業法一部適用） 
地方独立行政法人 

人 

事 

・ 

給 

与 

職員の身分・服務 
・地方公務員 

・地方公務員法等の服務規定を適用 

・非公務員（法人職員）：労働三権付与 

・就業規則等で服務を設定 

定員管理・ 

採用 

・職員定数は条例に規定 

・採用は人事課等と調整のうえ実施 

・職員数は中期計画の範囲内で法人が設定 

・採用は、法人が独自に随時実施可能 

職員給与 ・条例で規定 
・法人独自の給与制度を設定 

・支給基準は市長へ届出、公表が必要 

財 

政 

・ 

経 

営 

予算執行・ 

契約 

・地方自治法、市の規則等による 

（予算単年度主義等） 

・地方自治法の適用なし 

・法人が作成する規程による 

一般会計の 

負担 

・総務省繰出基準により一般会計から

繰入（地方公営企業法第 17 条の 2 に

よる） 

・特定の経費について、市が運営費負担金を繰入（地方独立

行政法人法第 85 条による） 

資金調達 ・企業債の発行可能 
・企業債の発行不可 

・市からのみ長期借入可能 

 

cf. 法人移行後も引き継がれるもの 

               退職手当算定期間、地方公務員等共済組合法の適用、地方公務員災害補償法の適用 
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３ 地方独立行政法人移行のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     職員定数の制約や人事異動がなくなり、医療スタッフの充実、多様な職種の採用、柔軟な組織の変更、 

    意思決定の迅速化など、医療現場のニーズにより迅速かつ的確に対応できる 

 

 

 

     地方自治法などの制約がなくなり、経営の自由度が増し、民間的な契約手法の導入による経費削減も 

図れ、より健全で効率的な経営を行うことができる 

 

 

 

     評価委員会でのチェック、幅広い情報公開など、外部の意見を取り入れることにより、業務改善を図る 

    ことができる 

①より市民や現場のニーズに迅速に対応できる 

②より健全で効率的な病院運営を行うことができる 

③よりオープンな病院経営をすることができる 
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４ 市＜議会＞と地方独立行政法人の関係 （概要図） 

 

 

 

                              ①指示 

 

 

                              ②申請 

                               届出 

 

 

                               交付 

 

 

                               提出 

 

 

 

 

                                ④ 

                                    ③提出 

                                     

 

⑤報告 評価委員会 

定款の制定＜議会の議決＞ 法人設立 

中期目標の制定＜議会の議決＞ 

 

中期計画の認可＜議会の議決＞ 

 

中期目標達成のための

中期計画策定 

年度計画策定 

中期計画及び年度計画に

沿った病院運営 

運営費負担金＜議会の予算議決＞ 

 

中期実績報告書の報告＜議会へ報告＞ 

 

評価の報告＜議会へ報告＞ 

 

中期実績報告書及び年度実績報告書の評価 

中期実績報告書の作成 

年度実績報告書の作成 

法
人
に
よ
る
自
主
的
・
自
律
的
な
病
院
運
営 

中期目標の策定・中期計画の認可に係る意見 

地方独立行政法人 市＜議会＞ 

計画 

実施 

評価 

理事長 

理 事 

監 事 

[ 役員 ] 
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市＜議会＞と地方独立行政法人の関係について 

 

① 市は、法人が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として策定 

② 法人は、中期目標を達成するための中期計画を作成し、市の認可を受ける 

（また、各年度の年次計画を作成し、市に届出） 

③ 法人は、各年度終了後、その業務について評価委員会の評価を受ける 

④ 法人は中期目標期間終了後、中期実績報告書を市に届出、評価委員会の評価を受ける 

⑤ 評価委員会は、中期目標期間の実績及び各年度実績について評価を行い、その結果を 

法人に通知し、市に報告 
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５ 地方独立行政法人化移行スケジュール（案） 

年 度 月 内         容 年 度 月 内         容 

平成 27 年度 
８月 

法人化表明（8/3） 

病院法人移行準備室設置（8/5） 

平成 28 年度 

 

 

１０月 

｜ 

１月 

評価委員会開催 

・中期計画等審議 

９月 

９月通常会議 

・補正予算 

（法人化移行準備経費、用地境界復元測量

等） 

１月 法人設立認可申請 

２月 

２月通常会議 

・中期計画 策定状況議会説明 

２月 

２月通常会議 

・法人定款 提案 

・評価委員会設置条例 提案 

＜健康保険部提案＞ 

・28 年度当初予算（法人移行関係経費計上） 

３月 法人認可 

平成 2９年度 

 ４月 

法人設立登記 

・中期計画 議会提案 

平成 28 年度 ４月 

｜ 

８月 

評価委員会開催 

・中期目標等審議 
  

９月 
９月通常会議 

・中期目標 議会提案 

１１月 

１１月通常会議 

・重要な財産を定める条例 提案 

・承継する財産を定める 提案 

・職員引継ぎ条例 提案 

・病院設置条例の廃止 提案  


